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第4章 

今後の方向性検討・整理 
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1.  中間的な整理における言及事項  

1-1 本事業と関わりの深い部分の確認  

先述の通り、本事業と並行して「医療扶助・健康管理支援等に関する検討会（令和７年 10
月 2 日～）」が開催されており、アンケート調査・ヒアリング等、密に情報連携してきた。
当検討会では本調査研究によるアンケート調査・ヒアリングや他分野事例も活用した全４

回にわたる議論がなされ、令和７年 12 月 17 日に医療扶助や健康管理支援等に関する当面
の取組と中長期的な方向性について「中間的な整理」が公表された。 
本章では、当文書のうち本事業と関わりの深い部分を確認・引用を行い、以後に続く他分

野事例も踏まえて今後の方向性へと結びつける。 
 

図表 1 中間的な整理」のうち本事業と関わりの深い部分 
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（１） 課題整理の更新 
中間的な整理を踏まえ、本事業における課題・取組との関係性を整理した。対応関係に

係る特記すべき補足は下記の通りである。 
 医薬品の適正使用に向けた取組は、効率的かつ広範な対象者アプローチ（新規）と健康被

害等対象者リスクの高いものに対する服薬管理・健康被害に関する指導（従前のものの改良）

が求められるようになった（下記①②）。 
 頻回受診に向けた取組は、オンライン資格確認の実績ログの活用による定義該当性の未確

認者についても早期把握が求められることになった。また、社会参加の機会等を積極的に案

内・勧奨することも求められることになった。（下記③④）。 
 健康被害リスクの大小による優先順位付けのみならず、事業そのものについても地域課題に

即したものを自治体側で取捨選択できることとなった（下記⑤）。 
 保健師等の専門職と行政職・ケースワーカーが協働して被保護者の健康管理を支援すること、

またそれにあたり環境整備や知見の普及を進めることとされた（下記⑥⑦⑧）。 
 

図表 2 「中間的な整理」の記載事項と本事業における課題・取組との関係 
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2. 他分野事例に見る示唆  
本項では、「中間的な整理」における各取組について、国保事業・一体的実施事業（後

期）を中心に、取組を先駆的に実施していると考えられる事例を紹介し、事例のポイン

ト・医療扶助への示唆をそれぞれ取りあげる。 
 

自治体による重複・多剤投与対策－文書を活用した広範なアプローチ 
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自治体による重複・多剤投与対策－対面指導等の個別重点的なアプローチ 
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頻回受診対策－頻回受診の傾向にある者の早期把握及び社会参加の機会等の案内・勧奨等 
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効率的・効果的な実施に向けた枠組み 
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保健師等の専門職との協働－専門職の関わりを推進するための環境整備及びケースワーカー等への

健康などに関する知識・理解の促進 

 



53 
 

医療関係者・医療機関等との関係構築 

 
 

本章の主な参考情報 
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3. 今後の方向性の整理  
（１） 福祉事務所による重複・多剤投与対策－文書を活用した広範なアプローチ 
ヒアリングにおいて、医療扶助の現場でも、文書設計の知見が一部で既に蓄積されていた。

例えば指定都市 E では委託事業者が処方薬剤数を個別記載した通知を作成し医療機関への
提示にも活用する設計とし、中核市 G では重複薬剤への色分けで専門知識のないケースワ
ーカーでも説明可能な仕様としていた。他には中核市 D がふりがな付きの構成で識字困難
層への配慮を行っていた。これらを踏まえ、通知する文書については、重複・多剤投与の健

康被害リスクなど、個別の服薬内容に依らない「汎用的内容に関する部分」（工夫の例：ふ

りがなや図解でわかりやすく表現 等）と、「個人別の服薬内容に関する部分」（工夫の例：
医薬品の重複状況を色分けでわかりやすく表現 等）と、それぞれでわかりやすく伝える工
夫をしつつ、これらを組み合わせて活用することが重要であると考えられる。その際、委託

業者も活用することで、各福祉事務所の作成負荷を抑えつつ訴求力を確保することが期待

される。また、システム標準化の取組の中で、こうした通知をアウトプットできる機能を検

討することも重要と考えられる。 
本取組では薬物有害事象のリスク増加者とハイリスク者に対する二階層が設けられ、前

者は年 1 回以上の文書配布について嘱託医協議を経ずに実施することで要件を満たす。多
剤投与の対象は従前の 15種類以上から拡大が見込まれ、両階層で複数医療機関への通院が
基準に含まれたことは、被保護者自身による服薬管理の困難さを制度上認めた設計となっ

ている。被保護者が体調の異変や不安を感じた際に医療機関への相談を自ら想起できる状

態をつくることが目指すあり様であり、識字に困難を抱える層にも届く文書の設計が重要

である。 
文書配布後の後続施策にも展開の余地がある。国保分野の通知後電話勧奨は訪問不要で

福祉事務所のマンパワーを削減することにつながり、標準スクリプトと受託事業者の活用

で質を確保することもできる。他にも薬剤副作用による転倒等を惹起する多剤併用パター

ンの薬理学的評価をシステムに実装すれば、リスクの性質に応じて文書内容を分化させる

基盤とすることも可能である。 
 

（２） 福祉事務所による重複・多剤投与対策－対面指導等の個別重点的なアプローチ 
ハイリスク者に対する重点的な指導において、従前の生活指導ではなく薬物有害事象の

具体的リスクに即した介入が求められるが、事務職が大半のケースワーカーが単独で担う

ことには構造的な限界がある。医療扶助の現場で既に成果を上げている自治体では、いずれ

も薬学的・医学的な判断と直接指導において専門職の知見を活用する設計であった。指定都

市Aでは薬剤師在籍の委託事業者に処方薬ごとの併用禁忌や慎重投与のラベリングを委ね、
中核市 D では国保課を介して薬剤師会との連携を構築し福祉事務所ごとに担当薬剤師の配
置を受けていた。この「専門職の関与を個別指導にも組み込む」構造は、他分野の事例とも

類似性のあるものである。 
具体的な設計として２段階での介入が有効である。第一段階として、お薬手帳の持参等を

原則化し、処方情報が一箇所に集約される基盤を整える。一般市 Bが実践していたような、
薬局一元化からお薬手帳活用、さらにケアマネージャーを介した居宅療養管理指導へと支

援の深度を段階的に引き上げる設計は、対象者の状況に応じた合理的な資源配分を可能に

する。第二段階として、通知に反応がないハイリスク者に対して、専門職・ケースワーカー

による訪問をプッシュ型支援として組み込む設計が考えられる。被保護者は通知のみでは

行動変容が期待しにくい層が一般の後期高齢者より多いと想定されるため、例えば薬剤師

等による在宅訪問が可能であれば残薬の目視確認にとどまらず、処方内容や生活状況を踏

まえた服薬方法・タイミング等の相談も含めた支援が、重点対応の実効性につながりうる。 
この段階的介入を機能させるには、後述の医療機関・医療関係者との連携が重要となる。

ケースワーカーが処方変更に直接関与できない以上、お薬手帳の原則化により服薬管理の



55 
 

支援に携わることが最大限であり、以後は医療関係者に託す設計を構築すべきであろう。 

（３） 頻回受診対策－頻回受診の傾向にある者の早期把握 
頻回受診の傾向にある者を早期に把握し介入につなげるうえで、現行のオンライン資格

確認が医療機関側に十分浸透していないことは課題の一つである。中核市 Gでは令和 6年
10 月にオンライン資格確認を導入したものの、医療機関が請求漏れ確認のため紙の医療券
を併用し続けており、受診状況のリアルタイム把握という本来の機能が発揮されていない

状況であった。オンライン資格確認が完全に現場で切り替わるまでの移行期においては、普

及だけに頼るのではなく、後述のように頻回受診の背景にある独居や社会的孤立といった

構造的要因を日常的に捉え、受診行動が固定化する前の段階で介入する仕組みを併せて整

備することが、この枠組みの実効性を左右すると思われる。 
 

（４） 頻回受診対策－社会参加の機会等の案内・勧奨等 
（３）を含む頻回受診の背景にある構造的要因への対応として、ケースワーカーが日常業

務で用いる確認事項に頻回受診のリスク因子を組み込む設計が考えられる。中核市 D では
高齢の頻回受診者に対して常に認知機能低下を疑い、地域包括支援センターを巻き込んで

認知症の専門医受診へつなげる運用を確立している他、整形外科等の頻回受診者には健康

運動指導士と連携した筋力トレーニング指導を代替案として提示していた。こういった事

例が示すように、頻回受診の背景に応じた適切な支援先への接続こそが対策の本質である。

他分野では生活状況アンケートを通じて受診行動の背景にある孤立や不安を体系的に把握

する取組が報告されているが、生活保護においてはケースワーカーによる被保護者の生活

状況の把握が実施されており、独居や社会的孤立、日中の居場所の有無といった情報を頻回

受診の予兆として意識的に整理し直すことで、新たな調査票を追加せずとも早期把握の精

度を高めることができる。今般の整理で住民が集う通いの場や社会参加プログラムへの案

内は嘱託医協議を要件としない範囲の対応として規定されたため、ケースワーカーは日常

的な指導の一環で実施することが明示的に可能となった。 
保健師や看護師を庁内に確保できない福祉事務所においては、民間委託により専門職が

健康相談の形式で対象者に接触するモデルが選択肢となる。ケースワーカーが把握した生

活背景の情報を委託先の専門職と密に共有し、専門職との相談として被保護者に受け止め

られる形で介入することで、受診行動の是正を直接指導する負荷を軽減できる。ただし専門

職を擁し指導実績を持つ委託先の確保が前提条件となるため、都道府県を含む本庁で事業

者情報を集約し福祉事務所へ情報を共有する流れが効率的と考えられる。 
 

（５） 効率的・効果的な実施に向けた枠組み 
医療扶助の適正実施に係る取組は、多剤投与・重複投薬・頻回受診を含む対応が同時に求

められる中で、対象者数が現場の対応力を超過し手が回らないという声が多くの福祉事務

所から聞かれる。今回の整理では、そうしたひっ迫状況をふまえ、管内の状況から地域固有

の課題構造を把握したうえで対応の優先順位を定め、限られた資源を効果の見込める領域

に集中させる考え方が導入されている。国保や後期高齢者医療においてはデータヘルス計

画の策定過程でこの優先順位づけが制度的に組み込まれており、医療扶助においても同様

の思考様式を定着させることが効率的・効果的な実施において有効であると考えられる。 
医療扶助の先行自治体では、一部でこの優先順位づけを実践に落とし込んだ事例が確認

された。指定都市 F では NDB データにより消炎鎮痛剤の処方が地域的に多いことが確認
できたため、嘱託医との協議を経て対象薬剤を限定する方針を採用した。指定都市 E では
同一県内の指定都市間で PDCA協議会を年 2回開催し、実施計画の共有と相互評価を運用
の中に組み込んでいた。他分野でも、対象層ごとに介入内容を細分化し事後の効果検証を踏

まえて資源投下先を見直す取組や、勧奨手法の効果の大小を見極めて集約する取組が報告

されている。各福祉事務所が管内のレセプトデータから特徴的な課題構造、たとえば向精神
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薬の重複処方の偏在や特定診療科への頻回受診の集中といったパターンを把握し、重点的

に対応する対象群を見極めていく運用は、これらの事例を応用することで実現可能である。 
優先順位づけを単年の判断で終わらせず継続的な改善につなげるには、計画段階から効

果検証を前提とした設計を組み込むことが条件となる。具体的には、対象者数の大小のみな

らず地域課題との整合性や介入による改善見込みも踏まえて事業にメリハリをつけ、各手

法の効果を比較可能な形で記録する仕組みを標準化することで、PDCA サイクルとしての
検討が可能となる。指定都市 A は国保部門と兼務する保健師を介してデータヘルス計画を
策定しており、その中で医療扶助の情報連携を行っていたが、こうした事例は既存の計画策

定プロセスを医療扶助に援用する具体的な接続点を示しており、庁内に同様の連携基盤を

持つ自治体にとって再現可能性があるモデルと考えられる。 
 

（６） 保健師等の専門職との協働－専門職の関わりを推進するための環境整備 
医療扶助の適正実施においてケースワーカーが担う業務は、対象者の抽出から被保護者

への指導、医療機関との連絡調整、嘱託医協議の準備まで多岐にわたり、業務負荷の観点に

加えて医学的・薬学的な専門性の観点でも課題を抱えている。医療分野ではタスクシフト、

すなわち専門的知見を要する業務と調整・連絡業務を明確に分離し、適材適所に業務を振り

分けるという考え方があるが、福祉事務所においてもそれぞれを最も適した職種が担うべ

く設計し、専門職の関わりを最大化することがこの枠組みの核心と考えられる。 
専門職の確保が困難な自治体においては、庁内の既存資源の活用と人的配置の工夫が現

実的な打開策となる。中核市 D では庁内保健部門の統括保健師に働きかけて常勤保健師の
配置を実現し、そのネットワークを介して薬剤師会との連携構築にもつなげた。また、中核

市 C では約 10 年前から国保課にレセプト点検を依頼し専門人材の知見を生活保護業務に
活用している。他の分野では、事業統合を目指さずまず部署間学習会で各部署の業務内容や

データを相互把握することから連携に着手し、約 2 年をかけて協働基盤を構築した事例が
報告されており、福祉事務所と保健部門の間に日常的な接点が乏しい自治体において双方

の負担感を抑えた導入手法として参考になる。また、データ分析に習熟した事務職員を人事

異動で意図的に配置し対象者抽出や効果検証を効率化するといった事例は、専門職不足を

補完する体制整備として有効である。 
 

（７） 保健師等の専門職との協働－ケースワーカー等への健康等に関する知識・理解の普及 
先述のようにケースワーカーは事務職が大半であり、かつ定期的な人事異動により医療・

健康分野の知識が蓄積されにくい一方で、保健師等の専門職が全件に直接関与することは

人員上困難である。したがって、専門職の知見をケースワーカーに移管することが被保護者

への指導の質と量を両立させるための鍵となる。 
中核市 Dでは保健師が年 4回の集合研修で講義を行うとともに、ケースワーカー主体の
事例検討会を 1 人年 1 事例の持寄り形式で継続的に実施し、対象者ごとに見るべき視点を
ケースワーカー自身が整理できる状態を実現していた。また、中核市 C では主治医訪問へ
のケースワーカーの抵抗感を解消するため、医師とのコミュニケーション手引きや書面で

確認事項を伝達できる手紙フォーマットを作成し、異動直後の職員でも一定の水準で医師

との連携を図れる仕組みを設けていた。他分野では対象者像に応じて専門職がケースワー

カーと同行訪問する形式が OJTとして機能し、座学と組み合わせることで情報連携の質を
高める効果が報告されている。知識の移転は座学のみでは定着しにくいため、先述の事例検

討会のように実際のケースを素材とした演習や、同行訪問を通じた実地での学びを研修体

系に組み込む設計が有効である。あわせて、保健師に限らず管理栄養士や薬剤師など対象テ

ーマに応じた専門職を講師として柔軟に活用することで、健康管理支援の幅を広げること

ができる。 
さらに、こうした人材育成を一過性の取組に終わらせないためには、標準化されたツール
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や教育システムの整備が条件となる。指定都市 A は国保向け啓発資材を参考に注意喚起リ
ーフレットや指導記載要領を作成しており、また一般市 B では会計年度任用職員向けの作
業マニュアルや指導プロセスの手順書を整備していた。こうした事例は、異動があっても業

務の継続性を担保する仕組みとして機能するものと考えられる。指定都市 F では人材育成
のビジョンを掲げており、業務のみならず知見の蓄積を目すことで、専門職から移転された

知見が組織の中に蓄積されると考えられる。 
 

（８） 医療関係者・医療機関等との関係構築 
医薬品の適正使用や適正受診の取組は、被保護者本人への働きかけでは完結せず、医療関

係者の理解と協力がなければ実効性を持たない。ヒアリングの中では、他院への通院状況を

把握していない医療機関に対して情報を提供することで医療扶助の状況改善が見られた一

方、「患者が来る以上拒めない」といった状況を把握しつつも改善できないと感じている医

療機関の協力は得られにくいといった事例も確認されており、個別の働きかけだけでは限

界があることが伺える。今回の「中間的な整理」の取りまとめに向けて、国レベルで関係団

体との調整が行われたことは、こうした地域での三師会との連携に対する追い風となるも

のであり、この機を捉えて関係構築の土台を体系的に整備する意義は大きい。 
中核市 D では保健師が庁内の人的ネットワークを活用し、薬剤師会との繋がりを有する
国保課に仲介を依頼したことで連携を実現し、現在は市内 3 つの薬剤師会支部から福祉事
務所ごとに担当薬剤師の配置を受け、対象者リストの薬学的精査から電話相談まで随時可

能な体制を構築している。また、指定都市 A では三師会と元来の行政関係を基盤に良好な
連携を維持しつつ、嘱託医を各区に固定配置し医師会推薦による就任を制度化している。他

分野では、二次医療圏単位で担当薬剤師を選定し対象者リストの薬学的精査からケースワ

ーカー向け研修までを一括で委託する仕組みが報告されており、薬剤師との連携体制に課

題感のある地域にとっては再現可能性の高いモデルとも考えられる。都道府県薬剤師会が

福祉事務所の管轄圏域ごとに連絡窓口となる薬剤師を置き、スクリーニングへの参画や同

行訪問に加えてケースワーカー向けの服薬知識研修まで含めた包括的な連携とすれば、単

発の協力依頼にとどまらない関係が形成できる。 
関係構築を進めるにあたっては、段階的な導入設計が現実的である。他分野では、モデル

圏域を設定して協力的な医療機関や薬局との間で通知方法や対応手順を協議するところか

ら着手し、現場の声を吸い上げながら支援基準や連携方法を修正する進め方がとられてお

り、双方の負担感を抑えつつ実効性のある連携を育てるための知見としてあげられる。また、

被保護者の同意を得たうえで処方元の医療機関や薬局に服薬情報を直接共有するスキーム

は、生活保護指定医療機関制度のもとで導入が検討できる。ケースワーカーの定期訪問時に

書面で同意を確認する方式とすれば、運用上の追加負荷を最小限に抑えられる。中核市 Cが
医師との連絡用手紙フォーマットやコミュニケーション手引きを整備して異動直後のケー

スワーカーでも一定水準の医師連携を可能にした事例は、関係構築のツール化として他の

福祉事務所にも展開可能な設計と考えられる。 
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3-2 今後に向けて  

国保や後期高齢者医療では、令和 6年度に開始された第 3期データヘルス計画において、
計画策定時に第 2 期の振り返りを記載するフォーマットが提示される等、PDCA サイクル
の運用が制度的に組み込まれ、評価指標の標準化により保険者間での進捗の比較や経年モ

ニタリングが少しずつ可能となっている。医療扶助においても、本取りまとめで示した優先

順位づけの考え方やデータに基づく事業設計は、このデータヘルス計画の思考様式と軌を

一にするものであり、今後は同計画の枠組みを参照しながら、管内の課題構造の把握から介

入手法の選定、効果検証に至る一連のプロセスを医療扶助の実務に定着させていく方向が

求められる。 
被保護者の生活背景は多様であり、画一的な対応では届かない層が存在する一方で、文書

通知の様式設計、電話勧奨のスクリプト、専門職との連携手順、医療機関への情報提供の書

式といった個々の業務には、先行自治体の実践を通じて標準化しうる要素が蓄積されつつ

ある。多様な被保護者の生活の中にも標準化できる支援や業務を見出し、マニュアル化・ツ

ール化を進めることで、人事異動や自治体間の体制差によるばらつきを抑え、どの福祉事務

所においても一定水準の取組が継続される基盤を整えていくことが、今後の取組の方向性

である。 
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参考資料① 自治体事例 
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